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中央委員の皆さまには、日頃から印刷労連並びに各地方協
議会の諸活動にご理解とご協力をいただいておりますことに
感謝申し上げます。私たちは、2021年度の運動方針において、
ウィズコロナにおける活動について確認してきました。現時
点においては、オミクロン株という新たな変異株により感染
が急速に拡大している状況下にあります。

1月9日よりまん延防止等重点措置が適用されている広島・
山口・沖縄の３県から13都県が追加されることとなり、対象地
域は１６都県に広がりました。さらに大阪・兵庫・京都の関⻄
３府県が本日要請、静岡、北海道、福岡、佐賀、大分なども要請
される方向のようであります。これからも、この新型コロナ
ウイルス感染症と向き合い、何とか乗り切っていくしかない、
今期はそのように感じています。今までとは異なる対処・対
策を持って、地協・構成組織の皆さんと、この困難な状況を乗
り切っていきたいと考えておりますので、引き続きのご協力
をお願い申し上げます。

本日の中央委員会は、2022 春闘方針の確認・共有がメイン
となりますが、今期に入り５カ月が経過しましたので、運動方
針の具現化を司る専門委員会における進捗状況をお話します。

産業政策委員会は、産業政策の実現に向けて現在の課題を
整理し、12 月17 日に「印刷労連・産業政策に関する要望書」と
して、支援国会議員である小林正夫、浜野よしふみ両参議院議
員に要請しました。引き続き、産業政策の抜本的な改定とジェ
ンダー平等・多様性推進に向けた計画策定に向けて取り組ん
でいきます。

労働条件委員会は、本日提起する2022 春闘方針の策定と
そのベースとなる各種調査やアンケートの集計・分析、さらに
は賃金政策の改定に取り組みました。

組織委員会は、中小構成組織
への対応強化として、2020 年
度に実施した組織ヒアリング内
容を更に分析し、産別として、足
元の「組織の充実・強化」は喫緊
の課題であり、本部・地方協議
会・中小構成組織相互の情報共
有を徹底し、個別に具体的な施
策を打つべく、取り組みを進め
ています。

教育広報委員会は、広報活動については、引き続き機関紙
「NETWORK」の定期的な発行と「ホームページ」の改定によ
る利活用、さらに情報発信システム「印刷労連NEO」を導入し、
効果的で役立つ情報提供に努めていきます。

総務財政委員会は、ウィズ、アフターコロナを見据えた規約
改定を中心に進めておりますが、本部および地方協議会にお
ける適正な予算配分と財政運営については本日半期の監査報
告をさせていただきます。さらに労働者福祉の向上として労
働組合による「労働者自主福祉運動」を推進し、労働金庫運動・
こくみん共済 coop 運動の推進を図るべく連携しています。

運動方針を具現化するべく、現在の進捗状況を報告させて
頂きましたが、絵にかいた餅にならないよう、共に活動を推進
してきたいと考えております。

最後になりますが、皆さんと顔を合わせることが出来なく
ても、気持ちや考え方はつないでいきたいと思います。引き
続きのご協力をお願い申し上げ、中央委員会にあたってのご
挨拶とさせて頂きます。

本年も宜しくお願い致します。

宍戸中央執行委員長挨拶〈要旨〉
気持ちをつなぎ、運動方針を具現化していこう！

 第２回中央委員会を開催！！ 2022春季生活闘争方針が確認される！
2022年1月21日(金)、第2回中央

委員会が友愛会館大ホールとオン
ラインを併用し、開催されました。
議長にはトッパン・フォームズフレン
ドシップユニオンの橋本中央委員
が就任し、議事である2022春季生
活闘争方針(案)は満場一致で確認
されました。

2021 年度 第 2 回 中央委員会 議事

議長 橋本中央委員
　 ＜トッパン・フォームズ
　　  フレンドシップユニオン＞

・報告事項
（１）内部・外部活動報告 　　     （３）2021年度半期会計監査報告
（２）2021年度半期決算報告
・議事
（１）2022 春季生活闘争方針（案）について
・その他
（１）組織内情報伝達システム「印刷労連 NEO」について

宍戸中央執行委員長
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2021年度半期決算・会計監査報告

その他について

　2021 年度半期の決算報告について、細谷財政部長より提案し、続いて
山口会計監査より監査報告を受け、満場一致で確認されました。

（１）組織内情報伝達システム「印刷労連 NEO」について
　組織内情報伝達システム「印刷労連 NEO」の運用開始
にあたり、運用目的と使用方法などを説明し、今後の伝達
ツールの中心として運用することを共有しました。

春闘方針説明
大窄中央書記長

山口会計監査

中央委員会 オンライン出席者 友愛会館 大ホール 会場

細谷財政部長

司会
古賀副中央書記長

閉会挨拶
佐藤副中央執行委員長

中央委員からの質問者
＜共同印刷労組 岩田中央委員＞

―基本的な考え方＜要旨＞―

2022 春季生活闘争方針（案）について

　印刷労連の 2022 春季生活闘争の基本的な考え方は、「日本経済の好循環
と企業の成長を確実なものにしよう！」をスローガンに、日本経済と企業業
績の成長を確実なものとするための印刷労連の果たすべき役割の考えを継続
し、「賃上げ」「一時金」「労働諸条件改善」の 3 本柱に加えて労働環境の整
備を求めた「総合労働・生活改善闘争」と位置づける。
＜最終ページに春季生活闘争方針（要旨）を掲載＞

未来をつくる。みんなでつくる。
＜連合＞2022 春季生活闘争スローガン

～すべての組合員の充実した生活を！！～
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　Ⅴ 改正育児・介護休業法
　・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時
　 期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
　・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び、妊娠・出
　 産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
　 の措置の義務付け
　・育児休業の分割取得
　・育児休業の取得の状況の公表の義務付け
　・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

中央委員研修会開催 〜ワークルール・働き方に関する取り組み〜
2022 年 1 月 21 日 ( 金 ) 中央委員会開催後に研修会を開催しました。当日は連合労働法制局の菅村氏に
講師をお願いし、直近における複数の労働法などの改正内容と働き方に関する件について説明頂き、
リアルとオンラインで受講しております。

Ⅰ 改正労働基準法
　・罰則付きの時間外労働の上限規制
　・中小企業における月60 時間超の時間外労働の割増
　  賃金率の適用猶予の廃止
　・改正労基法に関する労働組合の取り組み
　Ⅱ 同一労働同一賃金に関する法規定（パート・有期）
　・法規定、概要
　・均等・均衡待遇既定の整備
　・同一労働同一賃金ガイドラインの整備
　・待遇の説明義務の強化
　・行政による履行確保
　・労働組合の取り組み
　・最近の裁判例
　Ⅲ 同一労働同一賃金に関する法規定（労働者派遣）
　・不合理な待遇差の禁止規定の整備（原則）
　・不合理な待遇差の禁止規定の整備（例外）
　・派遣先の義務の強化
　Ⅳ 改正高年齢者雇用安定法
　・70歳までの就業機会確保
　　高年齢者雇用確保措置（65 歳まで・義務）
　　高年齢者就業確保措置（70 歳まで・努力義務）

研修会司会
勝又副中央執行委員長

講師
連合労働法制局　菅村氏

アジェンダ

はたらく人の

くらしのそばに！
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─編集後記─
この号が発⾏されている時期には北京にて冬季オリンピック、

パラリンピック大会が開催され、各選手が奮闘されている頃かと
思います。冬季オリンピック競技で鮮明な記憶として残っている
は 1998 年開催の⻑野オリンピックのスキージャンプ団体。今で
も思い出すと涙が出るほどの感動がありました。⻑野の前回大会、
1994 年リレハンメルでは手に届くところにあった⾦メダルを惜し
くも逃し、銀メダルに。⻑野でも同じような展開になってしまい、

今回こそは、今回も…というところで吹雪により中断。大雪の中、
再開後はチーム全員が⾒事なジャンプで⾦メダル！ 何かを成し遂
げるためには仲間の⼒、⽀え合い、チームワークが不可⽋だった
と感じました。もちろん、選手だけでなく監督やコーチ、テストジャ
ンパーなどの関係者の⼒も。私たちの日常においても「仲間」、そ
して「人と人との⽀え合い」がいつの時代でも必要だと感じます。
がんばれニッポン！ 【教育・広報委員会 井筒智義】

２０２２年 春季生活闘争方針（要旨）
「日本経済の好循環と企業の成長を確実なものにしよう！」

【情勢認識】
 • • 日本経済 ： 経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、
　　　　　 　供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、変異株をはじめ感染症による内外経済
　　　　　 　への影響や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。（令和 3 年 12 月 内閣府 月例経済報告より）
 • • 印刷産業：ＩＴ化の進展に伴う情報媒体のデジタルシフト化の影響により、ペーパーメディアの需要の減少が続いている。今後については、よ
　　　　　 　り一層のデジタル化や高機能化、ソリューション＆アウトソーシング分野への参入、さらにはビジネスモデルの進化等、印刷同関連
　　　　　 　産業の高度化が進むと考えられる。
　【連合 2022 春季生活闘争のポイント】
　2022 春季生活闘争においては、①賃上げ、②働き方の改善、③政策・制度の取り組みを 3 本柱として、感染症対策をはかりながら景気を安

定的に回復させつつ、中期的に分配構造を転換し「働くことを軸とする安心社会」の実現への道を切り拓いていく。
　【基本的な考え方】
 • • 賃   上   げ ：①定期昇給相当分 ( 賃金カーブ維持分 ) ＋「底上げ・底支え」「格差是正」
　　　　　   　  ②「印刷労連・賃金政策」に示した「目指すべき賃金水準」に照らし合わせ、構成組織毎に目標水準を設定し要求
 • • 一   時   金： 「年間収入」「生活給的要素」「業績配分」のバランスを考慮
 • • 労働諸条件： 「すべての労働者の立場に立った働き方の見直し」「ワークルール」および個々人の状況やニーズにあった働き方と処遇のあり方等
　　　　　 　　 の「職場の環境整備」
　【要求内容】
  •• 賃上げ
１）全体としての要求水準
　　賃金カーブ維持分 (4,500 円 ) の確保を大前提に、連合加盟組合平均水準の 2％相当額との差額を上乗せした金額 6,000 円を賃上げ目標
　　とし、総額 10,500 円以上を目安とする。
２）昇給のしくみや制度がない組織について
　　① 昇給ルールがない組織は、労使での検討委員会などの設置を申し入れ、昇給ルールの確立に取り組む。
　　② 定期昇給相当分が算出困難な構成組織は、4,000 円を定期昇給相当分 ( 賃金カーブ維持相当分 ) として設定する。
 • • 初任給
　　◎ 173,400 円とする。なお、既に上回っている組織は現行の初任賃金に 2％分を加えて要求する。
 • • 一時金
　　◎年間収入」「生活給的要素」「業績配分」のバランスを考慮して、年間 4.0 カ月を基準とするが、「消費拡大」や「業績配分」を鑑み更なる
　　　上積みをめざす。尚、季別での要求の場合は、それぞれ 2.0 カ月を基準とする。
 • • 労働諸条件
　　◎すべての労働者の立場に立った働き方の見直し」や「ワークルール」および個々人
　　　の状況やニーズにあった働き方と処遇のあり方など、「職場環境の整備」を求めて、
　　　各構成組織は以下の項目から選択し労働諸条件要求に加える。尚、要求内容の詳
　　　細は「印刷労連 2022 春季生活闘争参考資料」を参照に組み立てる。
　　　１）長時間労働の是正
　　　２）すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み
　　　３）60 歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み
　　　４）改正高年齢者雇用安定法の取り組み (70 歳まで雇用の努力義務 )
　　　５）テレワーク導入にあたっての労働組合の取り組み
　　　６）人材育成と教育訓練の充実
　　　７）障がい者雇用に関する取り組み
　　　８）治療と仕事の両立の推進に関する取り組み
　　　９）改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動
　　　１０）あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み
　　　１１）育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備
　　　１２）次世代育成支援対策推進法にもとづく取り組みの推進
　【闘争の進め方】
　◆回答指定日 ( 統一回答ゾーン )
 　　• 　　• 先行組合回答ゾーン⇒ 3 月 14 日 ( 月 ) ～ 18 日 ( 金 )
　　※先行組合回答ゾーンに指定日を設定できない構成組織は 3 月内決着を目指す。
　◆闘争アピール⇒「春闘ポスターの作成と掲示」「闘争アピールの作成」
　　　　　　　　　  「早期解決要請書の作成」


